
『基本的対処方針』における DVや性暴力対策の位置づけ 
 
 
●2020 年 2月 25日 
（6）「その他」の中に「患者や対策に関わった方々等の人権に配慮した取り組みを行う」 
   ↓ 
●2020 年 3月 28日 
（6）「その他重要な留意事項」の中に、「政府及び関係機関は、各種対策を実施する場合に
おいては、国民の自由と権利の制限は必要最小限のものとするとともに、女性や障害者など
に与える影響を十分配慮して実施するものとする」 
   ↓ 
●2020 年 4月 7 日 
（6）「その他重要な留意事項」の中に、「政府及び地方公共団体は、外出を自粛する方々の
心のケアや自宅での DV や虐待の発生防止に取り組むとともに、在宅の一人暮らしの高齢
者や障害者などの要援護者に対して、市町村が行う見守り等に対して適切に支援する。」 
（なお同 4 月 11 日、4月 16 日も同じ表現） 
   ↓ 
●2020 年 5月 4 日 
（6）「その他重要な留意事項」の中に、「政府は、地方公共団体と連携し、対策が長期化す
る中で生ずる様々な社会課題に対応するため、適切な支援を行う。」「長期間にわたる外出自
粛等によるメンタルヘルスへの影響、配偶者暴力や児童虐待。」 
（なお同 5 月 14 日、5月 21日、5月 25 日も同表現） 
   ↓ 
●2021 年 1月 7 日 
（6）「その他重要な留意事項」の中に、「特に、女性の生活や雇用への影響が深刻なものと
なっていることに留意し、女性や障害者等に与える影響を十分配慮して実施するものとす
る。」、「長期間にわたる外出自粛等によるメンタルヘルスへの影響、配偶者暴力、性犯罪・
性暴力や児童虐待」 
（なお同 1 月 13 日、2月 2 日、2月 12 日、2月 26日も同じ表現） 
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- 課題解決のために-
2.「つないで終わり」の問題解決型支援から、

関係性を持ち続けることを目的とした伴走型支援へ

関係機関と連携しながら、伴走支援を行う。

複合的に困難を抱えた子どもに対して、金
銭的・物的支援、保護、就労支援、住ま
いの確保などを行うだけでは自立には繋が
らない。官民のあらゆる制度を利用しなが
ら、その時々の問題に寄り添い支えていくこ
とが必要。本事業では一つの支援がうまく
いかなくても、次の支援、その次の支援と「つ
ないで、戻す」を繰り返せる支援体制と関
係性を構築。寄り添うことを問題解決のた
めの手段ではなく目的として考える。青少
年に出会い、共に考え、行動する存在にな
る「関係性の支援」を行う。
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上川氏の経歴と性犯罪・性暴力対策の経緯 

 

2012 年6月 

から12 月      

  厚労省「婦人保護事業等の課題に関する検討会(調査研究事業)」 

2014 年10 月 法務大臣就任   

2015 年10 月 法務大臣退任   

2016 年4 月   与党PT「性犯罪・性暴力被害者の支援体制充実に関するPT」発足  

2016 年12 月  与党PT 座長として、婦人保護事業の見直しを提言 

「性犯罪・性暴力被害根絶のための10 の提言」 

 

2017 年８月 法務大臣就任   

2018 年7 月   厚労省「困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会」開始 

2018 年10 月 法務大臣退任 自民党「性暴力のない社会の実現を目指す議員連盟」会長に就任  

2019 年4 月  与党PT「婦人保護事業の運用面における見直しについて」提言 

        （4 月23 日 厚生労働大臣に申し入れ） 

 

2019 年10 月   「困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会」中間まとめ 

2020 年3 月  自民党「性暴力のない社会の実現を目指す議員連盟」 

性暴力根絶の要請書を法務副大臣（義家氏）に提出 

 

2020 年4 月   内閣府「性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議」開始 

2020 年6 月   内閣府「性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議」 

「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」発表 

2020 年9 月 法務大臣就任   

2020 年12 月  自民党「性暴力のない社会の実現を目指す議員連盟」 

緊急提言を法務大臣に提出 
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性犯罪・性暴力被害根絶のための１０の提言（抜粋）
（平成28年12月2日 与党「性犯罪・性暴力被害者の支援体制充実に関するＰＴ」）

４． 性犯罪被害者相談支援体制の強化

➢ 各都道府県警察に設置されている性犯罪被害の相談窓口番号を全国利用型のわかりやすい短縮ダイヤル導入によ

る全国統一化を図るとともに、24時間化を実現し、被害者がいつでも相談できる環境を整えること。

➢ 警察以外における相談支援体制（ワンストップ支援センター、法テラス、婦人相談所、婦人保護施設等）の拡充

も図ること。

５． 婦人保護事業の抜本的な見直し

➢ 売春防止法を根拠法とする婦人保護事業は、性暴力のみならずＤＶ、貧困、家庭破綻、障害等様々な困難を複合

的に抱え、自ら支援を求めて行動することが容易でないケースに対応している。また、この事業に辿りついた女

性たちの年齢は10代から高齢者まで多岐にわたり、子どもを同伴することも多く、現行の枠組みでは対応できな

い実態がある。こうした実態を踏まえ、婦人保護事業を法的な措置を含め抜本的に見直すこと。

６． 被害が顕在化しにくい若年性暴力被害者支援

➢ 10代、20代の女性は性暴力にあっても、誰にも相談できず、自分だけで抱え込み、顕在化しにくく、支援になか

なかつながらない。被害を未然に防ぐため、こうした若年性暴力被害者の実態及び相談・支援の現状を把握し、

今後の相談・支援のあり方について検討を行うこと。

７． 性暴力被害者への中長期的な支援体制について

➢ 性暴力を受けた女性の心と体の回復を支援するには、中長期的なフォローを含めた総合的な支援が必要である。

そのため、ＤＶ被害を受けた「母子・父子自立支援プログラム」のような性暴力被害者自立支援プログラムの策

定や性暴力被害回復支援センター（仮称）等支援のあり方について検討すること。

８． いのちの電話などの自殺防止対策事業と性暴力被害者支援との連携

➢ 重大な心身にわたる被害による自殺の恐れは緊急に防止する必要がある。自殺防止対策事業と性暴力被害者支援

との連携を強化すること。

（別添２）
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